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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 第９期中より半期報告書を提出しておりますので、第８期中の記載はしておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数で表示しており、臨時雇用者数は期中の平均人員を( )内に外数で記載しておりま

す。 

５ 平成17年10月31日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。 
  

第一部 【企業情報】

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― 856,740 1,040,557 1,643,171 1,897,242

経常利益 (千円) ― 39,429 94,947 216,931 233,534

中間(当期)純利益 (千円) ― 21,356 53,769 185,820 134,125

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ─ ─ ― ─

資本金 (千円) ― 1,396,400 1,455,775 1,379,150 1,405,275

発行済株式総数 (株) ― 60,104 62,479 59,414 60,459

純資産額 (千円) ― 2,327,551 2,611,765 2,271,694 2,458,070

総資産額 (千円) ― 2,770,075 3,073,170 2,690,198 2,956,393

１株当たり純資産額 (円) ― 38,729.91 41,819.02 38,239.51 40,661.53

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) ― 357.30 878.69 3,746.64 2,235.23

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益
金額

(円) ― 303.62 823.18 2,931.72 1,929.93

１株当たり配当額 (円) ― ─ ─ ― ─

自己資本比率 (％) ― 84.0 85.0 84.4 83.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 22,615 21,913 294,918 336,694

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △71,088 △50,058 △103,081 △185,353

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 33,801 98,750 1,474,920 51,164

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 2,092,380 2,379,908 2,107,051 2,309,337

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人) ―
49

(19)
59

(14)
41 

(16)
51

(16)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みま

す。( )内に期中の平均人員を外数で記載しております。また、従業員数は業容拡大等により前期末と比べ８

人増加しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(人) 59（14）



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、昨年に引き続き原油、原材料価格の高騰や為替の急激な変

動など景気の不透明感も強まりましたが、企業部門の好調を受けて設備投資の拡大や雇用環境の改善な

どが継続し、緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当社は、「国際社会に貢献できるビジネス・リーダー」を輩出すべく、実践

的なコンテンツの開発と遠隔教育システムの拡充を図ってまいりました。 

 開学３年目を迎えたビジネス・ブレークスルー大学院大学（以下、BBT大学院）は、定員を確実に充

足し順調に運営しております。BBT大学院オープンカレッジをはじめとした各プログラムにつきまして

も付加サービスの提供や遠隔教育システム（AirCampus®）のバージョンアップ、卒業生・修了生を対象

とした継続利用サービス（アルムナイサービス）を開始するなど受講生数の増加ならびに受講生の満足

度向上に取組みました。 

 法人向けにおいては、当社の遠隔教育プログラムの一部を採用した全新入社員教育の受注や保有コン

テンツのカスタマイズによる提供に加えて、BBT大学院や個別プログラムにおいて提供している当社独

自の遠隔教育システム（AirCampus®）が研修プラットフォームとしても導入されはじめるなど、当社の

特徴であるコンテンツとシステムを活かした人材開発ソリューションの提案・推進に注力してまいりま

した。また、今期、営業面において２社と業務提携するなど将来的な営業力の強化に向けた提携活動も

積極的に行ってまいりました。 

 以上の結果、当中間会計期間における売上高1,040百万円（前年同期比21.5％増）、経常利益94百万

円（前年同期比140.8％増）、中間純利益53百万円（前年同期比151.8％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ70百万

円増加し、当中間会計期間末には2,379百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は21百万円(前年同期比3.1％減)となりました。これは主に売上債権の

増加額40百万円、法人税等の支払額58百万円があったものの、税引前中間純利益が94百万円であったこ

と及び減価償却費の内部留保32百万円があったことによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は50百万円(前年同期比29.6％減)となりました。これは主に有形固定資

産の取得による支出47百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は98百万円(前年同期比192.1％増)となりました。これは主にストッ

ク・オプションの行使101百万円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績及び受注状況 

当社グループは、遠隔型マネジメント教育を主たる事業としており、提供するサービスの性格上、生

産及び受注という形態をとっていないため、記載しておりません。 

  

(2) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績をサービスごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

 
  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  

  

第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前事業年度末において計画中及び実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、新たに確定

した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

区分
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

マネジメント教育サービス 949,093千円 122.9

経営コンテンツメディアサービス 91,464千円 108.3

合計(千円) 1,040,557千円 121.5

販売先

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日）

金額(千円) 割合(％)

東京電力株式会社 121,209 11.6



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 提出日現在の発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの旧商法第280条ノ19及び新事

業創出促進法第11条の５の規定に基づき発行した新株引受権並びに旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ

21の規定に基づく、新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000

計 150,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,479 62,509
東京証券取引所
(マザーズ)

(注)

計 62,479 62,509 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21並びに旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の

５の規定に基づき発行した新株予約権等は次のとおりであります。 

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権 

① 平成14年６月25日定時株主総会及び平成14年８月１日取締役会決議１ 

  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 

(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。な

お、行使可能な株式数が１単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１単位の株式数の整

数倍とする。 

①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する

ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す

ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す

ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から６年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること

ができる。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは使用人の地位

にあることを要す。但し、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。 

(4) (3)の条件及びこの他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 136 133

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 680 665

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年８月16日
至 平成20年８月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



② 平成14年６月25日定時株主総会及び平成14年８月１日取締役会決議２ 

  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 

(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。な

お、行使可能な株式数が１単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１単位の株式数の整

数倍とする。 

①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する

ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す

ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す

ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から６年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること

ができる。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社に対する支援の関係が継続していることを要す。新株予約

権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即

時失効する。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効する。 

(4) この他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 275 272

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,375 1,360

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年８月16日
至 平成20年８月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
及び相続は認めないものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



③ 平成14年６月25日定時株主総会及び平成14年８月１日取締役会決議３ 

  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 

(1) 新株予約権者は、発行日から２年が経過した日から６年目までに、発行株式数の全部について権利を行使

することができる。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは使用人の地位

であることを要す。但し、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。 

(4) この他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 51 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 255 255

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年８月16日
至 平成20年８月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



④ 平成14年６月25日定時株主総会及び平成14年８月１日取締役会決議４ 

  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 

(1) 新株予約権者は、発行日から２年が経過した日から６年目までに、発行株式数の全部について権利を行使

することができる。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社に対する支援の関係が継続していることを要す。新株予約

権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即

時失効する。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効する。 

(4) この他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 9 9

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 45 45

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年８月16日
至 平成20年８月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
及び相続は認めないものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



⑤ 平成14年６月25日定時株主総会及び平成14年９月２日取締役会決議 

  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 

(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる。な

お、行使可能な株式数が１単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１単位の株式数の整

数倍とする。 

①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する

ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す

ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す

ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から６年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること

ができる。 

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは使用人の地位

にあることを要す。但し、当社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。 

(4) この他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ

ております。 
  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 23 23

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 115 115

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成16年９月17日
至 平成20年９月16日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



⑥ 平成15年６月27日定時株主総会及び平成15年７月14日取締役会決議 
  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合
は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 
(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とす

る。なお、行使可能な新株予約権数が１個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１
個の新株予約権数の整数倍とする。 
①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する
ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す
ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す
ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から６年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること
ができる。 

(2) 新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、
それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社
の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこ
の限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認
められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に
対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと
当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。 

(3) 相続人による権利行使 
①取締役、監査役、使用人の場合 
 新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当
社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使するこ
とが出来る。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希
望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。 

②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合 
 支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その
者の権利は即時失効するものとする。 

(4) この他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ
ております。 

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 431 428

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,155 2,140

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成17年７月14日
至 平成21年７月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額

 
＝

  
調整前払込金額

 
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



⑦ 平成16年６月28日定時株主総会及び平成16年６月28日取締役会決議 
  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合
は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 
(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とす

る。なお、行使可能な新株予約権数が１個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１
個の新株予約権数の整数倍とする。 
①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する
ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す
ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す
ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から６年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること
ができる。 

(2) 新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、
それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社
の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこ
の限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認
められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に
対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと
当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。 

(3) 相続人による権利行使 
①取締役、監査役、使用人の場合 
 新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当
社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使するこ
とが出来る。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希
望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。 

②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合 
 支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その
者の権利は即時失効するものとする。 

(4) この他の条件は、株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ
ております。 

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 396 391

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,980 1,955

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年７月16日
至 平成22年７月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額

 
＝

  
調整前払込金額

 
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



⑧ 平成17年６月28日定時株主総会及び平成17年６月28日取締役会決議 
  

 
(注) １ 新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合
は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
２ 新株予約権の行使条件 
(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とす

る。なお、行使可能な新株予約権数が１個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、１
個の新株予約権数の整数倍とする。 
①発行日から２年が経過した日から３年目までは、発行新株予約権数の５分の２について権利を行使する
ことができる。 

②発行日から３年が経過した日から４年目までは、発行新株予約権数の５分の３に至るまで権利を行使す
ることができる。 

③発行日から４年が経過した日から５年目までは、発行新株予約権数の５分の４に至るまで権利を行使す
ることができる。 

④発行日から５年が経過した日から10年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使すること
ができる。 

(2) 新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、
それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社
の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこ
の限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認
められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に
対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと
当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。 

(3) 相続人による権利行使 
①取締役、監査役、使用人の場合 
 新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当
社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使するこ
とが出来る。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希
望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。 

②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合 
 支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その
者の権利は即時失効するものとする。 

(4) この他の条件は、株主総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 平成17年10月14日開催の取締役会決議により、平成17年10月31日付で株式１株につき５株の株式分割を行っ
ております。 

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,045 1,042

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,225 5,210

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000 同左

新株予約権の行使期間
自 平成19年７月15日
至 平成27年７月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000
資本組入額 25,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)１、２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分
は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額

 
＝

  
調整前払込金額

 
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注)１. 発行済株式総数、資本金および資本準備金の増加は新株予約権の行使による増加であります。 

     ２．平成19年６月27日の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替でありま

す。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(千円)

資本金残高
  

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年４月１日～  
平成19年９月30日 
(注)１

2,020 62,479 50,500 1,455,775 50,500 1,022,173

平成19年７月30日 
(注)２

─ 62,479 ─ 1,455,775 △400,000 1,022,173

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

大 前 研 一 東京都千代田区 29,569 47.32

ユーロクリアーバンク 
      エスエイエヌブイ 
（常任代理人  
  株式会社三菱東京UFJ銀行）

（東京都千代田区丸の内２－７－１） 1,818 2.90

宮 本 雅 史 東京都目黒区 990 1.58

エフダブリューフイブレグセン 
(常任代理人 当社)

（東京都千代田区六番町１－７） 940 1.50

村 井   純 東京都世田谷区 805 1.28

伊 藤  泰 史 東京都文京区 687 1.09

黄   茂 雄 
(常任代理人 当社)

（東京都千代田区六番町１－７） 650 1.04

ビーエヌピーパリバセキュリテ
ィーズサービスパリスジャスデ
ックスペイン 
（常任代理人  
   香港上海銀行東京支店）

（東京都中央区日本橋３－１１－１） 600 0.96

ダブリューエルエススペンサー
ファンディション 
（常任代理人 当社）

（東京都千代田区六番町１－７） 490 0.78

ジョンワーズワース 
（常任代理人 当社）

（東京都千代田区六番町１－７） 490 0.78

計 ― 37,039 59.28



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場(マザーズ)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式     25

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 62,454 62,454 ─

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 62,479 ― ―

総株主の議決権 ―  62,454 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱ビジネス・ 
ブレークスルー

東京都千代田区 
六番町１－７

25 ― 25 0.04

計 ― 25 ― 25 0.04

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 104,000 87,100 76,000 71,500 70,800 67,500

低(円) 72,100 65,100 67,100 67,500 62,800 55,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで)の中間財務諸表については、みすず監査法人及び東邦監査法人により共同監査を受け、金融商

品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で)の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第９期中間会計期間の中間財務諸表 みすず監査法人及び東邦監査法人 

 第10期中間会計期間の中間財務諸表 監査法人トーマツ 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,092,380 779,974 2,309,337

 ２ 売掛金 262,124 194,808 154,413

  ３ 有価証券 ─ 1,599,933 ─

 ４ たな卸資産 43,256 43,891 49,627

 ５ 前払費用 7,919 14,762 11,833

 ６ 繰延税金資産 30,044 4,304 5,750

 ７ その他 2,456 9,711 5,512

   貸倒引当金 △515 △20 △303

   流動資産合計 2,437,666 88.0 2,647,366 86.1 2,536,172 85.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 109,038 220,442 199,060

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 84,671 84,671 84,671

  (2) 商標権 1,471 1,946 1,463

  (3) ソフトウェア 67,204 85,207 70,593

  (4) 電話加入権 1,306 1,335 1,306

  (5) ソフトウェア 

    仮勘定
13,250 3,500 8,525

   無形固定資産合計 167,903 176,660 166,559

 ３ 投資その他の資産

  (1) 長期前払費用 2,768 377 1,541

  (2) 差入保証金 52,645 28,269 53,006

  (3) その他 53 53 53

   投資その他の資産 

   合計
55,467 28,700 54,601

   固定資産合計 332,409 12.0 425,803 13.9 420,221 14.2

   資産合計 2,770,075 100.0 3,073,170 100.0 2,956,393 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 6,157 2,824 3,068

 ２ 未払金 4,788 992 10,883

 ３ 未払費用 91,153 108,849 116,710

 ４ 未払法人税等 5,671 43,792 63,216

 ５ 未払消費税等 3,439 6,039 6,333

 ６ 前受金 320,141 288,685 288,481

 ７ 預り金 8,987 10,073 9,492

 ８ その他 2,184 148 136

   流動負債合計 442,523 16.0 461,405 15.0 498,322 16.9

   負債合計 442,523 16.0 461,405 15.0 498,322 16.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,396,400 50.4 1,455,775 47.4 1,405,275 47.5

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,362,798 1,022,173 1,371,673

  (2) その他資本 

    剰余金
10,000 81,122 10,000

   資本剰余金合計 1,372,798 49.5 1,103,295 35.9 1,381,673 46.7

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益 

    剰余金

   繰越利益剰余金 △441,647 53,769 △328,877

   利益剰余金合計 △441,647 △15.9 53,769 1.7 △328,877 △11.1

      自己株式 ─ ─ △1,075 △0.0 ─ ─

   株主資本合計 2,327,551 84.0 2,611,765 85.0 2,458,070 83.1

   純資産合計 2,327,551 84.0 2,611,765 85.0 2,458,070 83.1

   負債純資産合計 2,770,075 100.0 3,073,170 100.0 2,956,393 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 856,740 100.0 1,040,557 100.0 1,897,242 100.0

Ⅱ 売上原価 321,142 37.5 432,831 41.6 712,451 37.6

   売上総利益 535,598 62.5 607,726 58.4 1,184,790 62.4

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費
489,772 57.2 517,203 49.7 947,815 50.0

   営業利益 45,826 5.3 90,523 8.7 236,975 12.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 249 0.0 8,128 0.8 5,129 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,645 0.7 3,704 0.4 8,570 0.4

   経常利益 39,429 4.6 94,947 9.1 233,534 12.3

   税引前中間(当期) 

   純利益
39,429 4.6 94,947 9.1 233,534 12.3

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,620 39,732 58,661

   法人税等調整額 16,453 18,073 2.1 1,445 41,177 3.9 40,747 99,408 5.2

   中間(当期)純利益 21,356 2.5 53,769 5.2 134,125 7.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金
資本剰余金合計

その他利益 

剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 

(千円)
1,379,150 1,345,548 10,000 1,355,548 △463,003 2,271,694 2,271,694

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 17,250 17,250 ─ 17,250 ─ 34,500 34,500

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 21,356 21,356 21,356

中間会計期間中の変動額合

計(千円)
17,250 17,250 ─ 17,250 21,356 55,856 55,856

平成18年９月30日残高 

(千円)
1,396,400 1,362,798 10,000 1,372,798 △441,647 2,327,551 2,327,551

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益 

剰余金

繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日 

残高 (千円)
1,405,275 1,371,673 10,000 1,381,673 △328,877 ─ 2,458,070 2,458,070

中間会計期間中の変動

額

 新株の発行 50,500 50,500 ─ 50,500 ─ ─ 101,000 101,000

  資本準備金の取崩 ─ △400,000 400,000 ─ ─ ─ ─ ─

  欠損填補によるその 

 他資本剰余金から利 

 益剰余金への振替

─ ─ △328,877 △328,877 328,877 ─ ─ ─

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 53,769 ─ 53,769 53,769

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ △1,075 △1,075 △1,075

中間会計期間中の変動

額合計(千円)
50,500 △349,500 71,122 △278,377 382,647 △1,075 153,694 153,694

平成19年９月30日 

残高 (千円)
1,455,775 1,022,173 81,122 1,103,295 53,769 △1,075 2,611,765 2,611,765

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本 

剰余金

資本剰余金 

合計

その他利益 

剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 

(千円)
1,379,150 1,345,548 10,000 1,355,548 △463,003 2,271,694 2,271,694

事業年度中の変動額

 新株の発行 26,125 26,125 ─ 26,125 ─ 52,250 52,250

 当期純利益 ─ ─ ─ ─ 134,125 134,125 134,125

事業年度中の変動額合計

(千円)
26,125 26,125 ─ 26,125 134,125 186,375 186,375

平成19年３月31日残高 

(千円)
1,405,275 1,371,673 10,000 1,381,673 △328,877 2,458,070 2,458,070



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純利益 39,429 94,947 233,534

 ２ 減価償却費 27,551 32,395 58,392

 ３ 貸倒引当金の減少額 △20 △283 △231

 ４ 受取利息 △218 △5,785 △3,146

  ５ 固定資産除却損 1,467 1,406 1,947

 ６ 売上債権の減少額(△増加額) △79,395 △40,394 28,314

 ７ たな卸資産の減少額(△増加額) △10,280 5,735 △16,651

 ８ 仕入債務の減少額 △744 △243 △3,834

 ９ 未払費用の増加額(△減少額) △15,107 △7,861 10,449

 10 前受金の増加額 62,810 203 31,150

 11 未払消費税等の増加額(△減少額) 2,276 △293 5,170

 12 その他 △2,073 △5,255 △8,222

    小計 25,696 74,572 336,873

 13 利息の受取額 158 5,824 3,061

 14 法人税等の支払額 △3,239 △58,483 △3,239

   営業活動によるキャッシュ・フロー 22,615 21,913 336,694

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △32,139 △47,977 △137,177

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △40,044 △26,817 △48,910

 ３ 保証金の差入による支出 ─ △98 △14,154

 ４ 保証金の戻入による収入 1,095 24,834 14,889

   投資活動によるキャッシュ・フロー △71,088 △50,058 △185,353



 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 株式の発行による収入 34,500 101,000 52,250

 ２ 自己株式の取得による支出 ─ △1,075 ─

 ３ 新株発行に伴う支出 △698 △1,173 △1,085

   財務活動によるキャッシュ・フロー 33,801 98,750 51,164

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額 ─ △35 △220

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は 

  減少額(△)
△14,671 70,570 202,286

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,107,051 2,309,337 2,107,051

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 

  残高
※１ 2,092,380 2,379,908 2,309,337



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法

(1) 有価証券

─────

(1) 有価証券

  満期保有目的の債券

償却原価法

(1) 有価証券

─────

(2) たな卸資産

  材料

先入先出法による

原価法

(2) たな卸資産

  材料

同左

(2) たな卸資産

  材料

同左

  仕掛品

番組制作仕掛品・

コンテンツ制作品 

   …個別法による原

価法

コンテンツの二次

利用による制作品

   …先入先出法によ

る原価法

  仕掛品

同左

  仕掛品

同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

 定率法によってお

ります。

 但し、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、定額法によって

おります。

 なお、耐用年数お

よび残存価額につい

ては、法人税法の規

定によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

 定率法によってお

ります。

 但し、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、定額法によって

おります。

 なお、主な耐用年

数は以下のとおりで

あります。 

建物  ３年～38年 

機械及び装置  

４年～６年 

工具器具及び備品 

３年～20年

(1) 有形固定資産

 定率法によってお

ります。

 但し、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、定額法によって

おります。

 なお、耐用年数お

よび残存価額につい

ては、法人税法の規

定によっておりま

す。

(2) 無形固定資産

 定額法によってお

ります。

 なお、自社利用ソ

フトウェアについて

は社内における利用

可能期間(５年)に基

づいております。 

また、耐用年数(自

社利用のソフトウェ

アを除く)は法人税

法の規定に基づいて

おります。

(2) 無形固定資産

 定額法によってお

ります。

 なお、自社利用ソ

フトウェアについて

は社内における利用

可能期間(５年)に基

づいております。

(2) 無形固定資産

 定額法によってお

ります。

 なお、自社利用ソ

フトウェアについて

は社内における利用

可能期間(５年)に基

づいております。 

また、耐用年数(自

社利用のソフトウェ

アを除く)は法人税

法の規定に基づいて

おります。

３ 繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用と

して処理しておりま

す。

株式交付費

同左

株式交付費

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失の発

生に備えるため、一

般債権については過

去の貸倒実績に基づ

き算定した実績繰入

率により、貸倒懸念

債権等の個別債権に

ついては回収不能見

込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

５ 売上高の計上基準  受講料収入について

は、原則として、受講期

間に対応して収益を計上

しております。また、大

学院大学の入学金収入に

ついては、入学手続完了

時に収益を計上しており

ます。

同左 同左

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

７ 中間キャッシュ・フロ

ー計算書(キャッシ

ュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲

 中間キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、か

つ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。

同左  キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資か

らなっております。

８ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によってお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会

計基準第５号 平成17年12月９日)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,327,551千円でありま

す。

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基

準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日)

を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は2,458,070千円でありま

す。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準)

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基

準第８号 平成17年12月27日)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第

11号 平成18年５月31日)を適用し

ております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

────────

(ストック・オプション等に関する

会計基準) 

 当事業年度から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 企業会計基準第８

号 平成17年12月27日)及び「スト

ック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第11号

終改正平成18年５月31日)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

(役員賞与に関する会計基準)

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 企業会計基準第４号 平成17

年11月29日)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

────────

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

企業会計基準第４号 平成17年11月

29日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

162,246千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

174,302千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

181,331千円

 ２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債

の「未払消費税等」として表

示しております。

 ２ 消費税等の取扱い

同左

  

―――――

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 218千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 829千円

有価証券利息 4,955千円

為替差益 1,952千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,098千円

有価証券利息 2,047千円

為替差益 1,506千円

※２ 営業外費用の主要項目

為替差損 352千円

株式交付費 693千円

建物除却損 595千円

工具器具及び 
備品除却損

203千円

ソフトウェア 
除却損

668千円

過年度租税公課 4,131千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

株式交付費 1,404千円

工具器具及び
備品除却損

1,406千円

たな卸資産処分損 880千円

※２ 営業外費用の主要項目

株式交付費 1,085千円

建物除却損 983千円

工具器具及び備品
除却損

295千円

ソフトウェア除却
損

668千円

たな卸資産処分損 1,406千円

過年度租税公課 4,131千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 18,991千円

無形固定資産 8,559千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 19,672千円

無形固定資産 12,722千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 39,201千円

無形固定資産 19,190千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株引受権及び新株予約権の行使による増加  690株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しており

ます。 

  
４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株引受権及び新株予約権の行使による増加  2,020株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得  18株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 59,414 690 ─ 60,104

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 7 ─ ─ 7

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の株（株） 当中間会計期
間末残高 
(千円)前事業年度末 増加 減少

当中間会計 
期間末

平成14年６月25日定時株
主総会決議及び平成14年
８月１日取締役会決議新
株予約権

普通株式 45 ─ ─ 45 ─

合計 45 ─ ─ 45 ─

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 60,459 2,020 ─ 62,479

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 7 18 ─ 25



３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しており

ます。 

  
４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株引受権及び新株予約権の行使による増加  1,045株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しており

ます。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の株（株） 当中間会計期
間末残高 
(千円)前事業年度末 増加 減少

当中間会計 
期間末

平成14年６月25日定時株
主総会決議及び平成14年
８月１日取締役会決議新
株予約権

普通株式 45 ─ ─ 45 ─

合計 45 ─ ─ 45 ─

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 59,414 1,045 ─ 60,459

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7 ─ ─ 7

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の株（株） 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

平成14年６月25日定時株
主総会決議及び平成14年
８月１日取締役会決議新
株予約権

普通株式 45 ─ ─ 45 ─

合計 45 ─ ─ 45 ─



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 

(平成18年９月30日現在)

現金及び 
預金勘定

2,092,380千円

現金及び 
現金同等物

2,092,380千円

 

(平成19年９月30日現在)

現金及び
預金勘定

779,974千円

有価証券勘定
に含まれる現
金同等物

1,599,933千円

現金及び
現金同等物

2,379,908千円

 

(平成19年３月31日現在)

現金及び
預金勘定

2,309,337千円

現金及び
現金同等物

2,309,337千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額 

相当額 

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

中間期末

残高 

相当額 

(千円)

工具器具 

及び備品
4,194 1,817 2,376

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額

相当額 

(千円)

減価償却

累計額 

相当額 

(千円)

中間期末

残高 

相当額 

(千円)

工具器具 

及び備品
4,194 2,656 1,537

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

 

 

取得価額 

相当額 

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

期末残高

相当額 

(千円)

工具器具

及び備品
4,194 2,236 1,957

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額については、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額については、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額に

ついては、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 838千円

１年超 1,537千円

合計 2,376千円

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額については、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 838千円

１年超 699千円

合計 1,537千円

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当

額については、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定し

ております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 838千円

１年超 1,118千円

合計 1,957千円

(注) 取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額に

ついては、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法

により算定しております。

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 603千円

減価償却費相当額 603千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 419千円

減価償却費相当額 419千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 1,022千円

減価償却費相当額 1,022千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 減損損失について

リース資産に配分された減損損

失はありません。

５ 減損損失について

同左

５ 減損損失について

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

時価評価されていない有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

コマーシャル・ペーパー          1,599,933千円 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり 
純資産額

38,729.91円
１株当たり
純資産額

41,819.02円
１株当たり
純資産額

40,661.53円

１株当たり 
中間純利益金額

357.30円
１株当たり
中間純利益金額

878.69円
１株当たり
当期純利益金額

2,235.23円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
純利益金額

303.62円

 

潜在株式調整後
１株当たり中間 
純利益金額

823.18円
潜在株式調整後 
１株当たり当期 
純利益金額

1,929.93円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)
純利益金額

中間(当期)純利益(千円) 21,356 53,769 134,125

普通株主に帰属しない
金額

― ─ ─

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(千円)

21,356 53,769 134,125

期中平均株式数(株) 59,772 61,193 60,005

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額 
(千円)

― ─ ─

普通株式増加数(株) 10,566 4,126 9,492

(うち新株引受権及び新
株予約権)

(10,566) (4,126) (9,492)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益

金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

――――― ――――― ―――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第９期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に提

出 

 有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度 第９期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年７月５日関東財務局長に提

出 

事業年度 第９期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年10月９日関東財務局長に提

出 

  

 自己株券買付状況報告書 

  平成19年10月９日、平成19年11月６日、平成19年12月６日関東財務局長に提出 

  

該当事項はありません。 
  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月20日

株式会社 ビジネス・ブレークスルー 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビジネス・ブレ

ークスルーの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ビ

ジネス・ブレークスルーの平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年

9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 東 田 夏 記 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 島 拓 也 

      

東  邦  監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 齋 藤 義 文 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 井 上 幸 一 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

  

平成19年12月20日
 
  

株式会社 ビジネス・ブレークスルー  

  取   締   役   会 御中 
   

  

監査法人 ト ー マ ツ 
 
  

 
  

 
  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ビジネス・ブレークスルーの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第10

期事業年度の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ビジネス・ブレークスルーの平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

 
 (※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会 

   社)が別途保管しております。 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  井 上  雅 彦  

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  長 島  拓 也  


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書
	④中間キャッシュ・フロー計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/36
	pageform2: 2/36
	form1: EDINET提出書類  2007/12/20 提出
	form2: 株式会社ビジネス・ブレークスルー(941814)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/36
	pageform4: 4/36
	pageform5: 5/36
	pageform6: 6/36
	pageform7: 7/36
	pageform8: 8/36
	pageform9: 9/36
	pageform10: 10/36
	pageform11: 11/36
	pageform12: 12/36
	pageform13: 13/36
	pageform14: 14/36
	pageform15: 15/36
	pageform16: 16/36
	pageform17: 17/36
	pageform18: 18/36
	pageform19: 19/36
	pageform20: 20/36
	pageform21: 21/36
	pageform22: 22/36
	pageform23: 23/36
	pageform24: 24/36
	pageform25: 25/36
	pageform26: 26/36
	pageform27: 27/36
	pageform28: 28/36
	pageform29: 29/36
	pageform30: 30/36
	pageform31: 31/36
	pageform32: 32/36
	pageform33: 33/36
	pageform34: 34/36
	pageform35: 35/36
	pageform36: 36/36


